
　安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入する
こととなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入して
いる方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

わたしたちの健康を守る

国民健康保険国民健康保険
国
民
健
康
保
険
税
は

誰
に
課
税
さ
れ
る
？

A 

世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
保

険
税
の
納
税
義
務
者
は
加
入
者

本
人
で
は
な
く
世
帯
主
で
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
通
知
書
な
ど

は
全
て
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
に

は
軽
減・
減
免・
徴
収

猶
予
制
度
は
あ
る
？

A 

あ
り
ま
す
。

　
4
つ
を
紹
介
し
ま
す
！

（１）
軽
減
制
度

　
世
帯
主
と
加
入
者
の
前
年
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
が
下
表

の
判
定
基
準
額
以
下
の
場
合
に

は
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
軽

減
を
受
け
る
に
は
住
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す（
扶
養
控
除
を

受
け
て
い
る
方
、
課
税
資
料
が

役
場
に
届
い
て
い
る
方
は
除
く
）。

（２）
未
就
学
児
に
係
る
国
民
健
康

保
険
税「
均
等
割
額
」の
軽
減

措
置【
申
請
不
要
】

　
表
１
参
照

（３）
減
免
制
度

　
①
～
④
に
該
当
す
る
場
合
、

減
免
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
な
お
、
納
期
限
の
７

日
前
ま
で
に
申
請
手
続
き
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役

場
税
務
課
へ

①
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た

②
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

③
継
続
し
て
６
か
月
以
上
の
入

院
療
養
が
必
要
と
な
っ
た

④
失
業
、
事
業
の
廃
止
な
ど
に

よ
り
著
し
く
所
得
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

※
③
④
は
一
定
の
所
得
基
準
あ

り
※
65
歳
未
満
で
あ
り
倒
産
や
解

雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い
理
由

で
離
職
し
た
方
は
、
離
職
日

の
翌
日
が
属
す
る
年
度
～
翌

年
度
末
の
間
は
、
前
年
の
総

所
得
金
額
等
の
う
ち
給
与
所

得
を
７
割
軽
減
し
て
国
民
健

康
保
険
税
を
計
算
し
ま
す
。

申
請
に
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
が
必
要
で
す
。

（４）
徴
収
猶
予

　
町
税
を
一
度
に
納
付
ま
た
は

納
入
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
原
則
と
し
て
１
年
以
内

に
限
り
、
納
税
が
猶
予
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

Q

医療分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分
（40歳～64歳の

被保険者が
いる場合）

所得割
Ａ

（総所得＊１

－43万円）
×6.01％

（総所得＊１

－43万円）
×2.12％

（総所得＊１

－43万円）
×1.68％

均等割
Ｂ

被保険者の人数
×29,700円

被保険者の人数
×8,300円

被保険者の人数
×10,100円

平等割
Ｃ 23,900円 7,900円 6,000円

合計 Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大65万円）

Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大20万円）

Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大17万円）

年税額 医療分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分
＊１　総所得には譲渡所得（特別控除後）も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合
（ほかの健康保険に加入、ほかの市町村へ転出など）は脱退し
た月の前月までの月割支払い

国民健康保険税の計算方法

７割
軽減

基礎控除額（43万円）＋10万円
×（給与所得者等＊１の数－１）

５割
軽減

基礎控除額（43万円）＋29万円
×（被保険者数＊2）＋10万円×（給与所得者等＊１の数－１）

２割
軽減

基礎控除額（43万円）＋53万５千円
×（被保険者数＊2）＋10万円×（給与所得者等＊１の数－１）

＊１　一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
＊２　同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医

療の被保険者に移行した方も含む

軽減の判定基準額

表 1　未就学児１人に係る均等割額

■保険税について　税務課　内線119
■保険証や給付資格について　保険医療課　内線154

問い合わせ

所得の基準に
よる軽減割合

均等割額
（法定軽減後）

未就学児の方の
均等割額

（軽減後）
 軽減なし 38,000円 19,000円
７割軽減 11,400円 5,700円
５割軽減 19,000円 9,500円
２割軽減 30,400円 15,200円

※均等割額については、医療分・後期高齢者支援金分

Q

R5から変更

R5から変更
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介
護
保
険
料
は
ど
う

や
っ
て
納
付
す
る
の
？

A 

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
、
40
～
64
歳
の
方
は
、

介
護
保
険
分
も
医
療
分
と
一
緒

に
納
付
し
ま
す
。
65
歳
以
上
の

方
は
、
知
多
北
部
広
域
連
合
か

ら
届
く
納
付
書
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

②
個
人
納
付（
普
通
徴
収
）

　
口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
て

い
な
い
方
は
、
７
月
中
旬
に
送

付
す
る
納
付
書
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

③
年
金
か
ら
の
天
引
き

　
（
特
別
徴
収
）

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場

合
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加

ど
う
や
っ
て

納
付
す
る
の
？

A 
納
付
方
法
は
、
口
座
振
替
、

個
人
納
付
、
年
金
か
ら
の
天
引

き
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
口
座
振
替

　
納
付
は
原
則
、
口
座
振
替
で

お
願
い
し
ま
す
。
申
請
が
必
要

な
た
め
、
通
帳
と
通
帳
の
届
出

印
を
持
っ
て
役
場
税
務
課
、
ま

た
は
金
融
機
関
で
手
続
き
し
て

入
者

・
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
・
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上

の
公
的
年
金
受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
の
合
算
額
が
１
回

あ
た
り
の
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い
方

納期限

期　
別

納
期
限

全
期
第
1
期

７
月
31
日
月

第
2
期

８
月
31
日
木

第
3
期

10
月
２
日
月

第
4
期

10
月
31
日
火

第
5
期

11
月
30
日
木

第
6
期

12
月
25
日
月

第
7
期

令
和
６
年

１
月
31
日
水

第
8
期

２
月
29
日
木

各
自
申
請
が
必
要
で
す

　
「
愛
知
県
国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証
等
」
を
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
と
も

に
病
院
窓
口
で
提
示
す
る
と
、

医
療
機
関
ご
と
で
支
払
う
金
額

が
１
か
月
あ
た
り
の
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
入
院
や
高
額
な
診
療
を
受
け

る
予
定
が
あ
る
場
合

　
保
険
医
療
課
で
限
度
額
適
用

認
定
証
等
の
交
付
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
国
民
健
康
保
険
税

な
ど
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、

事
前
に
電
話
で
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

●
す
で
に
お
持
ち
の
方

　
毎
年
８
月
に
更
新
が
必
要
で

す
。
前
年
の
所
得
で
再
判
定
し
、

適
用
区
分
の
見
直
し
を
す
る
た

め
、
８
月
以
降
の
限
度
額
適
用

認
定
証
等
が
必
要
な
方
は
８
月

１
日
火
以
降
に
直
接
問
い
合
わ

せ
先
へ

●
申
請
手
続
き
の
持
ち
物

・
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証

・
窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認

書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る

も
の
、
別
世
帯
の
方
が
手
続

き
す
る
場
合
は
委
任
状

●
問
い
合
わ
せ

　
保
険
医
療
課　
内
線
１
５
４

●
70
歳
に
な
る
方

　
70
歳
に
な
る
誕
生
日
の
翌
月

（
各
月
の
１
日
生
ま
れ
の
人
は

誕
生
月
）
か
ら
適
用
と
な
る
国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を

対
象
と
な
る
月
の
前
月
末
ま
で

に
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
て
い

ま
す
。

　
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き

は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
と
と
も
に
高
齢
受
給
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

●
す
で
に
お
持
ち
の
方

　
毎
年
８
月
に
更
新
し
ま
す
。

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
自

己
負
担
割
合
を
前
年
の
住
民
税

課
税
所
得
で
判
定
し
た
う
え
で
、

７
月
下
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
送

付
し
ま
す
。

●
令
和
５
年
７
月
31
日
ま
で
に

75
歳
に
な
る
方

　
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
す
る
た
め
、
有

効
期
限
は
誕
生
日
の
前
日
に
な

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
保
険
医
療
課　
内
線
１
５
５

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
申
請

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

Q

Q
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